
鈴鹿市行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年３月２５日 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

鈴鹿市規則第１２号 

鈴鹿市行政組織規則の一部を改正する規則 

鈴鹿市行政組織規則（平成９年鈴鹿市規則第７号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（定義） （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるものと

する。 

第２条 この規則において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるものと

する。 

(１) 本庁機関 鈴鹿市行政組織条例第２

条に規定する部及び技術監理契約課並び

に会計管理者の補助組織をいう。 

(１) 本庁機関 鈴鹿市行政組織条例第２

条に規定する部及び会計管理者の補助組

織をいう。 

(２)  略 (２)  略 

（課及びグループの設置） （課及びグループの設置） 

第３条 鈴鹿市行政組織条例第２条の規定に

より設けられた部の事務を分掌させるた

め、次の表の左欄に掲げる部に、同表の中欄

に掲げる課及び同表の右欄に掲げるグルー

プを、それぞれ置く。 

第３条 鈴鹿市行政組織条例第２条の規定に

より設けられた部の事務を分掌させるた

め、次の表の左欄に掲げる部に、同表の中欄

に掲げる課及び同表の右欄に掲げるグルー

プを、それぞれ置く。 

 部 課 グループ   部 課 グループ  

 略 略   略   略 略   略  

 政

策

総合政

策課 

シティ戦略推進グループ 

総合計画推進グループ Ｄ

  政

策

総合政

策課 

政策グループ 行政サービ

ス改革グループ 統計グル

 



経

営

部 

Ｘ・公民連携推進グループ 

 統計グループ 

経

営

部 

ープ 

 略   略   略   略  

 総

務

部 

略   略   総

務

部 

略   略  

 管財課   略   管財課   略  

     契約検

査課 

契約グループ 検査グルー

プ 

 

 略   略   略   略  

 略 略   略   略 略   略  

 環

境

部 

略   略   環

境

部 

略   略  

 開発整

備課 

管理計画グループ 建設グ

ループ 施設整備グループ 

  開発整

備課 

管理計画グループ 建設グ

ループ 

 

 略   略   略   略  

 子

ど

も

政

策

部 

略   略   子

ど

も

政

策

部 

略   略  

 子ども

家庭支

援課 

  略   子ども

家庭支

援課 

  略  

 子ども

保健課 

管理グループ 母子保健グ

ループ 

     

 健

康

福

祉

部 

健康福

祉政策

課 

地域福祉政策グループ 生

活支援グループ 

  健

康

福

祉

部 

健康福

祉政策

課 

地域福祉政策グループ 生

活相談グループ 

 

 略   略   略   略  

 福祉医

療課 

  略   福祉医

療課 

  略  

     健康づ

くり課 

管理グループ 母子保健グ

ループ 成人保健グループ 

 

 地域医

療推進

保健予防グループ 地域医

療政策グループ 成人保健

  地域医

療推進

地域医療政策グループ 感

染症予防グループ 

 



課 グループ 課 

 略 略   略   略 略   略  

２ 鈴鹿市行政組織条例第２条の規定により

設けられた技術監理契約課の事務を分掌さ

せるため、同課に契約グループ、検査グルー

プ及び技術管理グループを置く。 

 

（室の設置） （室の設置） 

第４条 前条第１項の規定により設置された

課の事務を分掌させるため、次の表の左欄

に掲げる課にそれぞれ同表の右欄に掲げる

室を置く。 

第４条 前条の規定により設置された課の事

務を分掌させるため、次の表の左欄に掲げ

る課にそれぞれ同表の右欄に掲げる室を置

く。 

   略   略     略   略  

第18条  略 第18条  略 

第18条の２ 本市に技術統括監を置く。  

２ 前項の技術統括監を補佐する職として参

事を置くことができる。 

 

第20条  略 第20条  略 

（技術統括監の基本的職務）  

第20条の２ 技術統括監は、技術監理契約課

の所掌事務の全てを総括し、所属職員を指

揮監督するとともに、他部との調整を行う。 

 

別表第１（第５条関係） 別表第１（第５条関係） 

 課 事務分掌概目   課 事務分掌概目  

 略   略   略   略  

 交

通

防

犯

課 

(１)～(９)  略   交

通

防

犯

課 

(１)～(９)  略  

 (10) 工事の請負契約に関するこ

と。 

    

 (11)～(19)  略   (10)～(18)  略  



 総

合

政

策

課 

(１)～(９)  略   総

合

政

策

課 

(１)～(９)  略  

    (10) 鈴鹿市公共施設等総合管理計

画に関すること。 

 

 (10)  略   (11)  略  

 (11) シティプロモーション推進の

総合的な調整に関すること。 

  (12) シティセールス推進の総合的

な調整に関すること。 

 

 (12)～(23)  略   (13)～(24)  略  

 略   略   略   略  

 管

財

課 

  略   管

財

課 

  略  

     契

約

検

査

課 

(１) 物品調達、工事請負、業務委

託等に係る入札参加者の資格審査

及び登録に関すること。 

 

    (２) 物品調達、工事請負、業務委

託等に係る入札（見積）に関する

こと。 

 

    (３) 契約履行証明に関すること。  

    (４) 工事の検査等に関すること。  

    (５) 工事の検査命令に関するこ

と。 

 

    (６) 検査事務の委託に関するこ

と。 

 

    (７) 鈴鹿市入札監視委員会に関す

ること。 

 

 略   略   略   略  

 資

産

税

  略   資

産

税

  略  



課 課 

 技

術

監

理

契

約

課 

(１) 物品調達、工事請負、業務委

託等に係る入札参加者の資格審査

及び登録に関すること。 

     

 (２) 物品調達、工事請負、業務委

託等に係る入札（見積）に関する

こと。 

     

 (３) 契約履行証明に関すること。      

 (４) 工事の検査等に関すること。      

 (５) 工事の検査命令に関するこ

と。 

     

 (６) 検査事務の委託に関するこ

と。 

     

 (７) 鈴鹿市入札監視委員会に関す

ること。 

     

 (８) 建設技術に係る調査及び指導

に関すること。 

     

 略   略   略   略  

 子

ど

も

家

庭

支

援

課 

  略   子

ど

も

家

庭

支

援

課 

  略  

 

 

子

ど

も 

(１) 母子保健事業に関すること。      

(２) 妊産婦及び乳幼児の健診、相

談及び歯科保健に関すること。 



 

 保

健

課 

(３) 妊産婦及び乳幼児の栄養指導

事業に関すること。 

     

(４) 養育医療に関すること。 

(５) 不妊及び不育に関すること。 

 健

康

福

祉

政

策

課 

(１)～(17)  略   健

康

福

祉

政

策

課 

(１)～(17)  略  

 (18) 包括的支援体制の整備に関す

ること。 

    

 略   略   略   略  

 福

祉

医

療

課 

  略   福

祉

医

療

課 

  略  

     健

康

づ

く

り

課 

(１) 保健政策の総合的企画及び調

整に関すること。 

 

    (２) 健康づくり推進事業に関する

こと。 

 

    (３) 母子保健事業に関すること。  

    (４) 成人保健事業に関すること。  

    (５) 健康増進法（平成14年法律第

103号）に基づく健康増進事業に

関すること。 

 

    (６) 栄養指導事業に関すること。  

    (７) 結核検診に関すること。  



    (８) 献血に関すること。  

    (９) 医療関係団体、医療機関との

連絡調整に関すること。 

 

    (10) 保健センターの管理に関する

こと。 

 

    (11) 鈴鹿市健康づくり推進協議会

に関すること。 

 

 地

域

医

療

推

進

課 

(１) 保健政策及び医療政策の総合

的企画及び調整に関すること。 

  地

域

医

療

推

進

課 

(１) 医療政策の総合的企画及び調

整に関すること。 

 

 (２) 健康づくり推進事業に関する

こと。 

    

 (３) 成人保健事業に関すること。     

 (４) 健康増進法（平成14年法律第

103号）に基づく健康増進事業に

関すること。 

    

 (５) 栄養指導事業に関すること。     

 (６)  略   (２)  略  

 (７) 結核検診に関すること。     

 (８)・(９)  略   (３)・(４)  略  

 (10) 献血に関すること。     

 (11)  略   (５)  略   

 (12) 保健センターの管理に関する

こと。 

    

 (13) 鈴鹿市健康づくり推進協議会

に関すること。 

    

 (14)・(15)  略   (６)・(７)  略   

 (16) 保健師業務の統括に関するこ

と。 

    

 略   略   略   略  



 建

築

指

導

課 

(１)・(２)  略   建

築

指

導

課 

(１)・(２)  略  

    (３) 住宅金融支援機構の委託業務

に係る審査及び検査に関するこ

と。 

 

 (３)～(14)  略   (４)～(15)  略  

 (15) 建築物のエネルギー消費性能

の向上等に関する法律（平成27年

法律第53号）に関すること。 

  (16) 建築物のエネルギーの消費性

能の向上に関する法律（平成27年

法律第53号）に関すること。 

 

 (16)  略   (17)  略  

 住

宅

政

策

課 

(１)～(３)  略   住

宅

政

策

課 

(１)～(３)  略   

 (４) マンションの建替え等の円滑

化に関する法律に基づくマンショ

ン建替組合の設立等に関するこ

と。 

  (４) マンション建替組合の設立の

認可等に関すること。 

 

    (５) 住宅対策に関すること。  

 (５)  略   (６)  略  

    (７) 市営住宅及び改良住宅（以下

「市営住宅等」という。）に係る

国及び県の補助に関すること。 

 

 (６) 市営住宅及び改良住宅（以下

「市営住宅等」という。）に係る

用地及び補償に関すること。 

  (８) 市営住宅等に係る用地及び補

償に関すること。 

 

 (７)・(８)  略   (９)・(10)   略  

 (９) 住宅の確保に特に配慮を要す

る者の居住の安定の確保に関する

こと。 

  (11) 高齢者の住居の安定確保に関

すること。 

 

 (10)～(14)  略   (12)～(16)  略  

 (15) 優良田園住宅の建設の促進に

関する法律（平成10年法律第41

    



号）に関すること。 

 (16) マンションの管理の適正化の

推進に関する法律（平成12年法律

第149号）に関すること。 

    

 公

共 

共

施

設

政

策

課 

(１)～(５)  略   公

共 

共

施

設

政

策

課 

(１)～(５)  略  

 (６) 鈴鹿市公共施設等総合管理計

画に関すること。 

    

 (７)  略   (６)  略  

  

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

（鈴鹿市公印規則の一部改正） 

２ 鈴鹿市公印規則（昭和３９年鈴鹿市規則第１５号）の一部を次のように改正する

。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（定義） （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

第２条 この規則において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(１)・(２)  略 (１)・(２)  略 

(３) 課 鈴鹿市行政組織条例（平成８年

鈴鹿市条例第25号）第２条に規定する技

(３) 課 鈴鹿市行政組織規則（平成９年

鈴鹿市規則第７号）第３条に規定する課、



術監理契約課、鈴鹿市行政組織規則（平成 同規則第６条第１項に規定する会計課、 

９年鈴鹿市規則第７号）第３条第１項に

規定する課及び同規則第６条第１項に規

定する会計課、鈴鹿市消防本部組織規則

（昭和50年鈴鹿市規則第22号）第２条に

規定する課及び鈴鹿市消防本部及び消防

署の設置等に関する条例（昭和52年鈴鹿

市条例第15号）第３条第１項に規定する

消防署をいう。 

鈴鹿市消防本部組織規則（昭和50年鈴鹿

市規則第22号）第２条に規定する課及び

鈴鹿市消防本部及び消防署の設置等に関

する条例（昭和52年鈴鹿市条例第15号）第

３条第１項に規定する消防署をいう。 



改 正 後 

別表第１（第４条関係） 

 登録

番号 

公印管理

者 

種

類 
名称 

寸

法 
書体 ひな型 使用区分 

個

数 

 

 略   略 略   略 略 略   略 略 略  

 12040

－１ 
  略 略   略 略 略   略 略 略 

 

 

 

 
        

 

 

 

 
        

 

 略   略 略   略 略 略   略 略 略  

 12090

－１ 
  略 略   略 略 略   略 略 略 

 

 

26010

－１ 

技術監理

契約課長 

職

印 

鈴鹿市長之印

履行証明用 

方

21 

れい

書 

 

契約履行証明

用 
１ 

 

 

鈴 鹿 市 

長 之 印 

履 行 証 明 用 
 

 

26010

－２ 

技術監理

契約課長 

職

印 

鈴鹿市長之印

工事検査専用 

方

21 

れい

書 

 

工事成績評定

関係事務用 
１ 

 

 

鈴 鹿 市 

長 之 印 

工 事 検 査 専 用 

 

 略   略 略   略 略 略   略 略 略  

 

16320

－１ 

地域医療

推進課長 

職

印 

鈴鹿市長之印

健康づくり事

務用 

方

21 

れい

書 

 

健康づくり事

務用 
１ 

 

 

鈴 鹿 市 

長 之 印 

健康づくり事務

用 
 

 略 略 略   略 略 略   略 略 略  



備考 

  略 

別表第２（第13条関係） 

 

登録

番号 

電子公印管

理者 
名称 

寸

法 

印影

の色 
使用区分 

電子公印を

使用する文

書 

印影として使

用する公印の

登録番号 

 

 略   略 略 略 略   略   略   略  

 12020

－101 

  略 略 略 略   略   略   略  

  

 

 

        

  

 

 

        

 略   略 略 略 略   略   略   略  

 12090

－104 

  略 略 略 略   略   略   略  

 26010

－101 

技術監理契

約課長 

鈴鹿市長

之印 

方 

21 

黒 入札指名通知

書及び見積依

頼書用 

入札指名通

知書、見積

依頼書 

12010－１  

 26010

－102 

技術監理契

約課長 

鈴鹿市長

職務代理

者之印 

方 

18 

黒 入札指名通知

書及び見積依

頼書用 

入札指名通

知書、見積

依頼書 

12010－６  

 略   略 略 略 略   略   略   略  

備考   略 

 

 

 



改 正 前 

別表第１（第４条関係） 

 登録

番号 

公印管理

者 

種

類 
名称 

寸

法 
書体 ひな型 使用区分 

個

数 

 

 略   略 略   略 略 略   略 略 略  

 12040

－１ 
  略 略   略 略 略   略 略 略 

 

 

 

 

12050

－１ 

契約検査

課長 

職

印 

鈴鹿市長之印

履行証明用 

方

21 

れい

書 

 

契約履行証明

用 
１ 

 

 

鈴 鹿 市 

長 之 印 

履 行 証 明 用 
 

 

12050

－２ 

契約検査

課長 

職

印 

鈴鹿市長之印

工事検査専用 

方

21 

れい

書 

 

工事成績評定

関係事務用 
１ 

 

 

鈴 鹿 市 

長 之 印 

工 事 検 査 専 用 
 

 略   略 略   略 略 略   略 略 略  

 12090

－１ 
  略 略   略 略 略   略 略 略 

 

 

         

 

 

         

 

 略   略 略   略 略 略   略 略 略  

 

16060

－１ 

健康づく

り課長 

職

印 

鈴鹿市長之印

健康づくり事

務用 

方

21 

れい

書 

 

健康づくり事

務用 
１ 

 

 

鈴 鹿 市 

長 之 印 

健康づくり事務

用  

 略 略 略   略 略 略   略 略 略  



備考 

  略 

別表第２（第13条関係） 

 

登録

番号 

電子公印管

理者 
名称 

寸

法 

印影

の色 
使用区分 

電子公印を

使用する文

書 

印影として使

用する公印の

登録番号 

 

 略   略 略 略 略   略   略   略  

 12020

－101 

  略 略 略 略   略   略   略  

 12050

－101 

契約検査課

長 

鈴鹿市長

之印 

方 

21 

黒 入札指名通知

書及び見積依

頼書用 

入札指名通

知書、見積

依頼書 

12010－１  

 12050

－102 

契約検査課

長 

鈴鹿市長

職務代理

者之印 

方 

18 

黒 入札指名通知

書及び見積依

頼書用 

入札指名通

知書、見積

依頼書 

12010－６  

 略   略 略 略 略   略   略   略  

 12090

－104 

  略 略 略 略   略   略   略  

  

 

 

        

  

 

 

        

 略   略 略 略 略   略   略   略  

備考   略 

 

 

 



（鈴鹿市会計規則の一部改正） 

３ 鈴鹿市会計規則（昭和３９年鈴鹿市規則第１７号）の一部を次のように改正する

。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

 組織 出納員 事務分掌   組織 出納員 事務分掌  

 総

務

部 

総務課 課長 所管事務に係る現

金の収納 

  総

務

部 

総務課 課長 所管事務に係る現

金の収納 

 

    契約検

査課 

 

 略   略  

 技術監理契

約課 

課長 所管事務に係る現

金の収納 

       

 略 略 略   略   略 略 略   略  

 子

ど

も

政

策 

部 

子ども

育成課 

課長 所管事務に係る現

金の収納並びに保

育所及び幼稚園が

執行する支出負担

行為の確認 

  子

ど

も

政

策 

部 

子ども

育成課 

課長 所管事務に係る現

金の収納並びに保

育所及び幼稚園が

執行する支出負担

行為の確認 

 

 子ども

保健課 

 所管事務に係る現

金の収納 

      

 健

康

福

祉

部 

略 課長 所管事務に係る現

金の収納 

  健

康

福

祉

部 

略 課長 所管事務に係る現

金の収納 

 

 福祉医

療課 

  福祉医

療課 

 

    健康づ

くり課 

 

 略   略  

 略 略 略   略   略 略 略   略  



  

（鈴鹿市職員の管理職手当の支給に関する規則の一部改正） 

４ 鈴鹿市職員の管理職手当の支給に関する規則（昭和４１年鈴鹿市規則第１０号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 組織 職 支給月額   組織 職 支給月額  

 市長

部局 

部長、技術統括監 100,000円   市長

部局 

部長 100,000円  

   略 略     略 略  

 略   略 略   略   略 略  

  

（鈴鹿市市有財産規則の一部改正） 

５ 鈴鹿市市有財産規則（昭和４３年鈴鹿市規則第２０号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（用語の定義） （用語の定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

第２条 この規則において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(１) 課 鈴鹿市行政組織条例（平成８年

鈴鹿市条例第25号）第２条に規定する技

術監理契約課、鈴鹿市行政組織規則（平成

９年鈴鹿市規則第７号）第３条第１項に

規定する課及び同規則第６条第１項に規

定する会計課をいう。 

(１) 課 鈴鹿市行政組織規則（平成９年

鈴鹿市規則第７号）第３条及び第６条第

１項に規定する課又はこれに相当するも

のをいう。 



(２)～(４)  略 (２)～(４)  略 

（鈴鹿市職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正） 

６ 鈴鹿市職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則（平成４年鈴鹿市規則第

６２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

 組織 職 金額   組織 職 金額  

 市長

部局 

部長、技術統括監 12,000円   市長

部局 

部長 12,000円  

   略 略     略 略  

 略   略 略   略   略 略  

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

 組織 職 金額   組織 職 金額  

 市長

部局 

部長、技術統括監 6,000円   市長

部局 

部長 6,000円  

   略 略     略 略  

 略   略 略   略   略 略  

  

（鈴鹿市庁内会議に関する規則の一部改正） 

７ 鈴鹿市庁内会議に関する規則（平成７年鈴鹿市規則第２５号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（行政経営会議） （行政経営会議） 

第３条  略 第３条  略 

２ 行政経営会議は、次に掲げる者をもって

組織し、代理人の出席は認めない。 

２ 行政経営会議は、次に掲げる者をもって

組織し、代理人の出席は認めない。 

(１)  略 (１)  略 



(２) 部長、技術統括監及び監査委員事務

局長 

(２) 部長及び監査委員事務局長 

(３)  略 (３)  略 

３～５  略 ３～５  略 

６ 行政経営会議に付する事項は、おおむね

次に掲げる事項とする。 

６ 行政経営会議に付する事項は、おおむね

次に掲げる事項とする。 

(１)～(５)  略 (１)～(５)  略 

(６) 推進プランの策定、改定等に関する

事項 

(６) 個別計画等の策定、改定等に関する

事項 

(７)・(８)  略 (７)・(８)  略 

７・８  略 ７・８  略 

（部長連絡会議） （部長連絡会議） 

第４条  略 第４条  略 

２ 部長連絡会議は、次に掲げる者をもって

組織する。 

２ 部長連絡会議は、次に掲げる者をもって

組織する。 

(１)  略 (１)  略 

(２) 部長、技術統括監、議会事務局長、監

査委員事務局長、選挙管理委員会事務局

長及び会計管理者 

(２) 部長、議会事務局長、監査委員事務局

長、選挙管理委員会事務局長及び会計管

理者 

(３)  略 (３)  略 

３～７  略 ３～７  略 

（政策検討会議） （政策検討会議） 

第５条 政策検討会議は、政策経営部長、鈴鹿

市行政組織規則（平成９年鈴鹿市規則第７

号）、鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則

（平成16年鈴鹿市教育委員会規則第１号）、

鈴鹿市消防本部組織規則（昭和50年鈴鹿市

規則第22号）及び鈴鹿市水道局組織規程（昭

和44年鈴鹿市水道部管理規程第２号）に規

定する主管課（以下「主管課」という。）の

第５条 政策検討会議は、政策経営部長、鈴鹿

市行政組織規則（平成９年鈴鹿市規則第７

号）、鈴鹿市教育委員会事務局等組織規則

（平成16年鈴鹿市教育委員会規則第１号）、

鈴鹿市消防本部組織規則（昭和50年鈴鹿市

規則第22号）及び鈴鹿市水道局組織規程（昭

和44年鈴鹿市水道部管理規程第２号）に規

定する主管課（以下「主管課」という。）の



課長並びに政策経営部長が必要と認めた者

をもって組織する。 

課長、会計課長並びに政策経営部長が必要

と認めた者をもって組織する。 

２～６  略 ２～６  略 

（鈴鹿市庁内委員会規則の一部改正） 

８ 鈴鹿市庁内委員会規則（平成９年鈴鹿市規則第８号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

１ 鈴鹿市請負工事等執行部会 １ 鈴鹿市請負工事等執行部会 

 略   略   略   略  

 事務局 技術監理契約課   事務局 総務部契約検査課  

２～13  略 ２～13  略 

14 鈴鹿市健康づくり計画庁内検討部会 14 鈴鹿市健康づくり計画庁内検討部会 

 略   略   略   略  

 事務局 健康福祉部地域医療推進課   事務局 健康福祉部健康づくり課  

15～24  略 15～24  略 

25 鈴鹿市ＤＸ推進本部 25 鈴鹿市ＩＣＴ推進本部 

 略   略   略   略  

 事務局 政策経営部総合政策課   事務局 政策経営部情報政策課  

26～31  略 26～31  略 

（鈴鹿市物品管理規則の一部改正） 

９ 鈴鹿市物品管理規則（平成９年鈴鹿市規則第４１号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（用語の定義） （用語の定義） 



第２条 この規則において、次の各号に掲げ

る用語の定義は、当該各号に定めるところ

による。 

第２条 この規則において、次の各号に掲げ

る用語の定義は、当該各号に定めるところ

による。 

(１) 課 鈴鹿市行政組織条例（平成８年

鈴鹿市条例第25号）第２条に規定する技

術監理契約課、鈴鹿市行政組織規則（平成

９年鈴鹿市規則第７号）第３条第１項に

規定する課及び同規則第６条第１項に規

定する会計課をいう。 

(１) 課 鈴鹿市行政組織規則（平成９年

鈴鹿市規則第７号）第３条及び第６条第

１項に規定する課又はこれに相当するも

のをいう。 

(２)  略 (２)  略 

（購入品の検収） （購入品の検収） 

第９条 技術監理契約課長及び主務課長は、

物品を購入したときは、職員に受領した物

品と見積依頼書又は支出負担行為伺に記載

された品目、規格及び数量を照合させ、検収

させるものとする。 

第９条 契約検査課長及び主務課長は、物品

を購入したときは、職員に受領した物品と

見積依頼書又は支出負担行為伺に記載され

た品目、規格及び数量を照合させ、検収させ

るものとする。 

（購入品の引渡し） （購入品の引渡し） 

第10条 技術監理契約課長は、在庫品請求書

により請求を受けたときは、これを審査の

上、保管物品があるときは直ちに引き渡し、

保管物品がないときは購入等の納入手続を

行わなければならない。 

第10条 契約検査課長は、在庫品請求書によ

り請求を受けたときは、これを審査の上、保

管物品があるときは直ちに引き渡し、保管

物品がないときは購入等の納入手続を行わ

なければならない。 

２・３  略 ２・３  略 

別表（第７条関係） 別表（第７条関係） 

 組織 出納員   組織 出納員  

 略   略   略   略   略   略  

 総

務 

  略 庶務担当グループリー

ダー 

  総

務 

  略 庶務担当グループリー

ダー 

 

 管財課   管財課  

 



 部     部    

      契約検査課   

   略     略   

 技術監理契約課 庶務担当グループリー

ダー 

     

 略   略   略   略   略   略  

 子

ど

も

政

策

部 

  略   略   子

ど

も

政

策

部 

  略   略  

 子ども家庭

支援課 

庶務担当グループリー

ダー 

  子ども家庭

支援課 

庶務担当グループリー

ダー 

 

子ども保健

課 

 健

康

福

祉

部 

  略 庶務担当グループリー

ダー 

  健

康

福

祉

部 

  略 庶務担当グループリー

ダー 

 

 福祉医療課   福祉医療課  

    健康づくり

課 

 

   略     略  

 略   略   略   略   略   略  

  

（鈴鹿市副市長事務分担規則の一部改正） 

１０ 鈴鹿市副市長事務分担規則（平成１９年鈴鹿市規則第６０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（事務分担） （事務分担） 

第２条 副市長の事務分担は、次に定めると

ころによる。 

第２条 副市長の事務分担は、次に定めると

ころによる。 



(１) １人の副市長 (１) １人の副市長 

ア  略 ア  略 

イ 総務部に属する事務 イ 総務部（契約検査課を除く。）に属す

る事務 

ウ～ス  略 ウ～ス  略 

(２) 他の１人の副市長 (２) 他の１人の副市長 

ア 危機管理部に属する事務 ア 危機管理部に属する事務 

イ 技術監理契約課に属する事務 イ 総務部（契約検査課に限る。）に属す

る事務 

ウ～ケ  略 ウ～ケ  略 

（鈴鹿市入札監視委員会規則の一部改正） 

１１ 鈴鹿市入札監視委員会規則（平成２７年鈴鹿市規則第５６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（庶務） （庶務） 

第９条 委員会の庶務は、技術監理契約課に

おいて処理する。 

第９条 委員会の庶務は、総務部契約検査課

において処理する。 

（鈴鹿市健康づくり推進協議会規則の一部改正） 

１２ 鈴鹿市健康づくり推進協議会規則（平成２８年鈴鹿市規則第１号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すよう

に改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（庶務） （庶務） 

第４条 協議会の庶務は、健康福祉部地域医療

推進課において処理する。 

第４条 協議会の庶務は、健康福祉部健康づく

り課において処理する。 

 


